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④拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理の強化 

 拉致問題の解決に資する各種情報の収集・分析・管理のため、情報関係省庁間の連携を

強化するとともに、関係国との協力関係を強化。 
 

 ⇒今後とも拉致問題対策本部事務局を中心として関係省庁が連携して、拉致問題の
解決に資する情報の収集・分析・管理に努める。 

 

⑤拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査の徹底、及び拉致実行犯に係る

国際捜査を含む捜査等の継続 
 

 拉致の可能性を排除できない事案について、改めて捜査・調査を徹底し、長年行方不明

であった者を発見。また、拉致容疑事案の全容解明に向け、捜査を推進中。 

 

 ⇒引き続き、拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査を徹底するととも
に、拉致実行犯に係る捜査等を継続する。 

 

⑥拉致問題の解決に資する内外広報活動の充実 

 「人権教育・啓発に関する基本計画」の中に、「北朝鮮当局による拉致問題等」を追加（平

成 23 年 4 月 1 日閣議決定）。 

 平成22年度の北朝鮮人権侵害問題啓発週間中の12月 11日に政府主催シンポジウムを開

催。平成 22 年度の地方版「国民の集い」を６か所で開催。 
 

⇒「人権教育・啓発に関する基本計画」の改正を踏まえて、国内外の広報活動の充
実に取り組む。 

 

⑦米国、韓国を始めとする関係国等との国際的連携の強化 

 サミット等の各種国際会議、首脳・外相会談等あらゆる外交上の機会を捉え拉致問題を

提起し、拉致問題解決の重要性とそのための政府の取組について諸外国から明確な理解

と支持。例えば、首脳レベルでは、平成 22 年６月のＧ８サミット、９月の日米首脳会談、

10 月の日中韓首脳会談において、また、外相レベルでは、平成 23 年１月及び２月の日韓

外相会談、３月の G８外相会合及び日中韓外相会議、４月の２度の日米外相会談において

拉致問題を提起。 
 

⇒米韓等の関係各国や国連等との国際的な連携を一層強化する。 

⑧ その他拉致問題の解決に資するあらゆる方策の検討 

 民間専門家の知見の活用など。 

 ⇒引き続き、拉致問題の解決に向けてあらゆる方策を検討する。 


